
○
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

司で
き
な
い
者
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
検
察
官
に
任
命

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
。
二
（
略
）

②
前
項
の
矧
矧
に
よ
り
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か
、
年
齢
が

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁
に
上
席
検

察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。
）
を
も
っ

て
充
て
る
。

②
上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の
庁
の
上
席
検
察
官
が

、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副

検
事
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し

、
か
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

に
達
し
た
者
を
除
く
。
）
を
も
つ

第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各
一
人
を
置
き
、
一
級
の
検
事
（
年
齢
が
六
打
ヨ
’
第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各
一
人
を
置
き
、
｜
級
の
検
事
を
以
て
こ
れ
に
充

銅
Ｈ
劉
詞
Ｈ
呵
割
劃
除
く
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。
て
る
。

②
検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
か
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁
の
対
応
す
る
裁
判
所
一
②
乃
率
轌
垂
岬
詑
幸
確
圭
璋
鍵
証
一
ｒ
唄
津
一
軋
髪
和
諦
醒
価
そ
め
好
の
対
応
す
る
裁
判
所

の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁
の
対
応
す
る
裁
判
所

の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

改

正

案

｜ 〆

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
者
の
外
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
検
察
官
に
任
命
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
・

一
・
二
（
略
）

（
新
設
）

②
上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の
庁
の
上
席
検
察
官
が

、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副

検
事
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し

、
且
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁
に
上
席
検

察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
を
馴
計
剴
引
利
口
充
て
る
。

現

行

’
d

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）｜ ’

= - I
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許
弔
↓
冷
袋
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第
三
十
条
第
十
五
条
、

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

杵
弔
三

正

↓

黍

第
一
十
几
条
検
察
庁
の
鳴
昌
ぼ
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自
の
取
り
扱
（

Ｉ

務
に
つ
い
て
互
い
暦
必
要
な
補
助
を
す
る

’②

’

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

と
責
任
の
特
殊
性
に
望
訓
Ｎ
割
り

剴
‐
判
封
斜
剥
司
岨
釧
則
刷
訓
封

（
削
る
〉

｡’
附

（
雌
）

則
〆一竜

略
画一一・

第
十
八
条
刎
副
副
割
引
封
詞
詞
司
及
び
第
一
干
二
条
刎
副
詞

則
第
一
二
乗
及
び
第
川
条
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭

十
号
）
附
則
第
十
二
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
の
職
務

い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

ヘ
ュ
さ
圭
字

１
１
１

第
三
ト
ー
’
二
条
こ
の
法
律
は
、
Ｈ
本
国
憲
法
施
行
刀
Ｈ

第
ヨ
判
斗
剰
剰
劃
斗
．
ｑ
因
鋼
第
十
五
条
、
第
十
八
条
刷
封
詞
割
引
打
詞
及
び
第
二
十
二

条
刷
封
詞
到
引
封
刺
詞
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
川
口

、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

ｌ
‐

第
一
二
ｌ
｜
｜
条
検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、

第’

’
1~B#・

弔

ｌ

第
二
十
二
条
樹
割
細
昂
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
召
刎
州
捌
樹
圏
劃

（
新
設
）

i勢
'一

ー

三

|‐

乗
乢
粂
及
び
第

附

｜ 、

則

検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
山
職
員
Ｌ
一
各
自

ｌ
｜
互
に
必
要
な
補
助
を
す
る

蝶’

｜
削
除

退
官
す
る
。

法
務
大
臣
が
、

州

冊
冗
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Ｊ
岬
ｖ
ハ
ワ
チ
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粋
弔
一
万
余

←貼

削
ス
ご

（
削
る
）

削

る
ー

へ

略
、一段

I

’
第
三
十
七
条

第
ゴ
コ
制
判
詞
ゴ
刺
刷
因
鋼
淘
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審
院
検
事
の
し
た
事
件

第
一
二
十
ル
ハ
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足
り
な
い
７
ｙ
と
要
と
認
肋
る

と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
事
務
官
に
そ
め
庁
の
検
察
官
の
事
務
を
取
り
扱
，
即
せ
る

こ
と
が
で
き
る

第
．
羽
封
梨

び
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事

院
検
事
、
従
前
の
検
事
正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
に
あ
て

に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控
訴

れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検
事

事
正
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
検
事

の
行
為
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検

事
正
刺
創
卿
判
河
調
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他‐

件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控
訴
院
検
事
、
従
前
の
検

の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検
事
の
し
た
事

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

旧

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

裁
判
所
構
成
法
個
卦
副
樹
詞
剥
劃
劉
罰
矧
劉
創
訓
引
割
は
１
詞
十
八
条
及

こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審
院
検
事
に
あ
て
て
さ

そ
の
資
格
を
得
た
時
に
司
法
個
矧
園
封
呵
一

一q－
J



（
削
る
）

第
三
十
八
条

③
弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
朝
鮮
弁
護
士
令
（
昭
和
十
一
年
制
令
第
四
号

②’洋
庁
検
事
若
し
く
は
南
洋
庁
判
事
の
在
職
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の

、
少
年
審
判
官
、
領
事
官
、
朝
鮮
総
督
府
検
事
、
朝
鮮
総
督
府
判
事
、
台
湾
総
督
府

法
院
検
察
官
、
台
湾
総
督
府
法
院
判
官
、
関
東
法
院
検
察
官
、
関
東
法
院
判
官
、
南

官
、
司
法
書
記
官
、
司
法
研
究
所
指
導
官
、
司
濁
研
剖
劃
珈
詞
詞
官
、
司
法
省
参
事
官

検
事
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
司
法
省
各
局
長
、
司
法
省
調
査
部
長
、
司
法
省
調
査

｡’ そ
の
考
試
を
経
た
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す

弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
も
の
は
、

じ
て
三
年
以
上
に
な
る
も
の
は
、
そ
の
一
一
一
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に
よ
る

年
数
が
三
年
以
上
に
な
る
も
の
又
は
外
地
弁
護
士
及
び
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
通

在
っ
た
と
き
は
、
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
外
地
弁
護
士
の
在
職
の

一
年
勅
令
第
十
六
号
）
に
よ
る
弁
護
士
（
以
下
外
地
弁
護
士
と
称
す
る
。

）
、
台
湾
弁
護
士
令
（
昭
和
十
年
律
令
第
七
号
）
又
は
関
東
州
弁
護
士
令
（
昭
和
十

考
試
を
経
た
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
副

試
を
経
た
者
又
は
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
弁
護
士
試
補
た
る
者
で
一
年
六
箇
月
以

上
の
実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
弁
護
士
た
る
資
格
を
有

す
る
者
で
弁
護
士
の
在
職
年
数
が
こ
の
法
律
施
行
後
に
お
い
て
三
年
に
達
す
る
者
に

つ
い
て
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
も
同
様
と
す
る
。

こ
の
法
律
施
行
前
弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考

’
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
封
ｕ
ｄ
剤
尉
釧
詞
呵
在
職
又
は
同
法
に
よ
る

）
の
職
に

’
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（
削
る
）

31 21 第
三
十
八
条
の
二

て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。
た
だ
し

、
裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一
の
修
習
課
程
を
終
え

た
者
の
当
該
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
年
数
に
限
る
。

球
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
の
職
に
あ
っ
た
年
数
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
職
に

あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。

局
長
又
は
琉
球
政
府
法
務
局
の
部
長
、
室
長
若
し
く
は
訟
務
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数

修
習
課
程
を
終
え
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
在
職
の
年
数
、

は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
二
級
の
検
事
の
在
職

弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
）

在
職
の
年
数
が
通
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
前
に
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一
の

の
年
数
と
み
な
す
。

経
過
し
た
後
の
も
の
（
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の

の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
で
通
算
し
て
二
年
を

用
さ
れ
て
い
た
法
令
（
以
下
「
沖
縄
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
、Ｉ

裁
判
官
又
は
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
在
職
の
年
数
の
う
ち
沖
縄
法
令

に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
前
に
沖
縄
に
適

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
二
級
の
検
事
の
在
職
と
み
な
す
。

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
調
調
割
引
剖
訓
訓
封
調
裁
判
所
事
務
局
長
又
は
琉

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
上
訴
検
察
庁
事
務
局
長
、
琉
球
高
等
検
察
庁
事
務

ｌ

弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ⅱ
。
Ⅱ
Ⅱ
０
１
Ⅱ
１
１
０
９
．
ｈ

琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
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（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

一
削
る
）

第
四
十
一
条

第
四
十
条

第
四
卜
二
条

第
三
十
九
条
の
二

’
第
三
十
九
条

亀’
れ
な
い
と
き
は
、
現
に
受
け
る
号
俸
を
以
て
検
察
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
奏
任
又
は

ノ
検
察
官

４
検
察
宮

高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

二
級
の
者
は
、
二
級
に
、
判
任
又
は
三
級
の
者
は
、
三
級
に
叙
せ
ら
れ
た
も
の
と
す

き
は
、
検
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
級
に
叙
せ
ら
れ
、
且
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る

検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と

て
検
事
局
に
属
す
る
者
又
は
検
察
補
佐
官
の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら

あ
っ
た
者
と
み
な
す
。

貝’
た
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
職
に

第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
一
級
官
吏
と
あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を
含
む
も
の
と
す

こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控
訴
院
検
事
又
は
地
方
裁
判
所

政
令
で
特
別
の
定
劃
ｕ
凋
場
合
を
除
い
て
、
他
の
仏
律
中
「
検
事

に
改
恥
》
る

こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く
は
裁
判
所
書
記
の
職
に
在
つ

J壱

1－ 第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と
あ
る
の
は
、
奏
任
文
官
を
、
，

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市
町
村
の
職
員
で
あ
つ

管
轄
裁
判
所
ノ
検
事
を
４
管
轄
裁
判
所
二
対
応
ス
ル
検
察
庁 を｡ ’
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第
四
条

苓
弔
三
采
不

務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
当
該
検
察
官
が
年
齢
六

を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
把
握
す

三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法

十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

翌
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢
が
六

の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が
年
齢
六
十

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第

給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
規
定
に
係
る
情
報

十
三
年
に
達
す
る
日
の

二
等
刺
訊
亟
）

（
新
設
）

－ 7 _
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○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）

’
措
弔
・
某
不

第
一
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
の
い
か
な
る
条
項
を
も
廃
肚
Ｌ
、
若
一
剰
川
‐
料
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
の
如
何
な
る
条
項
を
も
廃
Ⅱ
－

削
る

（
削
る
）

Ｌ
く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い

附
へ

略
一

則

改

正

案

詞
対
剖
調
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
俸
給
そ
の
他
の
給
与
（
旅
費
を
除
く
。
）
は
、
昭

和
二
十
三
年
一
月
一
日
に
遡
及
し
て
こ
れ
を
支
給
す
る
。

２
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
以
後
す
で
に
支
給
さ
れ
た
俸
給
そ
の
他
の
給
与
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
俸
給
そ
の
他
の
給
与
の
内
払
と
み
な
し
、
こ
れ

を
超
え
る
額
（
退
職
手
当
及
び
死
亡
賜
金
に
か
か
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
）
は
、

所
得
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三

十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
給
与
と
み
な
す
。

第
五
条
こ
の
法
律
ば
、
公
布
の
Ⅱ
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る

第
上
条
検
察
官
の
俸
給
等
の
応
急
的
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
’
二
年
法
律
篭

大
‐
ｒ
六
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る

Ｌ
く
は
修
正
し
、
又
ぱ
こ
訓
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い

附

目|｜
〆、』

現

行

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

塑
rl
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唖
Ｅ
《
里

倍
弟
ヨ
ヱ
本

第
四
条
（
略
）

（
鵬
）

第
卜
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
部
を
改
止
寸
る
仏
熊
（
唯
戒
Ｉ

第
九
条
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
山
も
の
に
限
町
、
噺
分
山
間
、
第
一
条
の
岬

定
に
か
か
わ
ら
ず
人
’
一
万
四
丁
門
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

成
司
’
八
年
三
川
二
１
Ⅱ
ま
で
山
間
に
お
い
て
ば
、
検
察
官
ｒ
対
寸
る
俸
給
小
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
戯
伴
い
部
を
改
冊

す
る
法
律
（
平
成
卜
し
年
法
律
第
百
’
八
号
）
附
則
第
一
一
条
の
鬮
定
に
よ
る
俸
給
寺

含
む
）
か
ら
、
当
該
俸
給
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
の
区
分
に
応
Ｌ
当

該
各
号
に
定
釣
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る

検
事
総
長
白
分
の
．
↑
’

二
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
白
分
小
Ｉ
間

↓
一
次
長
検
事
及
び
そ
い
他
の
検
事
長
白
分
の
ｌ

叫
号
か
ら
’
四
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
前
条
↑
‐
‐
化
ぬ
る
俸
給
月
纐

山
俸
給
又
は
号
か
ら
九
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
臼
分
の
川
。
Ｌ
ｌ

ｈ
’
五
号
か
ら
・
卜
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
１
号
か
ら
’
六
号
ま
で

の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
自
分
刀
上
・
し
七

六
卜
Ｌ
号
㈱
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
白
分
の
川
§
Ｌ
Ｌ

２
削
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
㈱
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
し
一
Ｌ
ｌ
さ
‐
肌
る
額
を
算
定

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
川
未
満
の
端
数
を
牛
し
た
し
き
は
，
こ
れ
を
日

り
捨
て
る
も
の
と
す
る

３
前
項
に
定
油
る
も
の
山
ほ
か
’
第
項
の
規
定
の
適
用
に
閏
Ｉ
也
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
弘
る

四
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
小
胞
行
ｎ
冊
力
・
し
ｆ
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21 第
寵
条

六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を

捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上

額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

も
の
と
す
る
。
）
と
特
定
日
に
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る

分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
者
の
年
齢
が

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第
三
条

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者
に
は
、
当

五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る

検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、

当
分
の
間
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十
ヨ
’
（
新
設
）
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